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第10章　特別な配慮を必要とする児童生徒への支援

行規則第1３８条において，特別支援学級の教育課程については，特に
必要がある場合は，特別の教育課程によることができることとされて
いる。ところが，この特別の教育課程の編成については，これまで特
別支援学校の学習指導要領等においては解説されていたが，小学校の
学習指導要領においては十分な説明がなく，特別支援学級を担当する
先生方にとっては，なかなか分かりにくいものであった。そこで，今
回の改訂では，小学校等の学習指導要領において明記し，特別支援学
級の指導の充実を図ることとなった。
特別支援学級で編成，実施する特別の教育課程について，「ア……
特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動を取
り入れること」と，具体的に示し，「イ児童の障害の程度や学級の実
態等を考慮の上，各教科の目標や内容を下学年の教科の目標や内容に
替えたり，各教科を，知的障害者である児童に対する教育を行う特別
支援学校の各教科に替えたりするなどして，実態に応じた教育課程を
編成すること」と明記している。
アでは，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領第7章に示す自
立活動を取り入れて指導することとしている。自立活動は，児童が自
立を目指し，障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・
克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣を養い，もって心身
の調和的な発達の基盤を培うことをねらいとした指導領域である。六
つの区分の下に2７項目の内容が設けられている。
ここで留意したいことは，自立活動の内容と小学校等の各教科の内
容の扱い方の違いである。自立活動の内容は，各教科の内容のように
全てを指導するというものではない。個々の児童の障害の状態等の的
確な把握に基づき，障害による学習上または生活上の困難を主体的に
改善・克服するために必要な項目を選定し，具体的な指導内容を設定
して，指導を展開するものである。その際には，個別の指導計画を作
成し，それに基づいて指導することになる。
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イについては，特に，知的障害特別支援学級等における教育課程編
成において活用が期待される。特別支援学校小学部・中学部学習指導
要領第1章第８節「重複障害者等に関する教育課程の取扱い」を参考
にすることが必要である。
なお，学校教育法施行規則第12６条第2項においては，知的障害者
である児童を教育する場合の教科が規定されている。
これらに基づいて，特別支援学級においては，特別な教育課程の編
成，実施を行うこととなるが，例えば，次のような実際的な工夫が行
えるので留意したい。
・小学校等の各教科の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わ
ないことができること。

・小学校等の各教科の各学年の目標及び内容の一部または全部を，
当該学年より前の各学年の目標及び内容の一部または全部に替え
ることができること。

・小学校等の各教科を，知的障害者である児童に対する教育を行う
特別支援学校の各教科に替えることができること。

これらにより，特別支援学級における特別の教育課程の編成と実施
についての理解促進が図られ，個々の児童に即した指導実践が行われ
るものと思われる。

４　通級による指導における特別の教育課程

通級による指導は，小学校の通常の学級に在籍している障害のある
児童に対して，各教科等の大部分の授業は通常の学級で受けながら，
一部の授業については，当該児童の障害に応じた特別の指導を特別の
指導の場（通級指導教室）で行うという教育の形態で，平成5（199３）
年に制度化された。当初は，言語障害の子供に対して，この制度が活
用された。通級による指導の対象者については，学校教育法施行規則
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第1４０条各号の一に該当する児童（特別支援学級に在籍する児童は除
く。）で，具体的には，言語障害者，自閉症者，情緒障害者，弱視者，
難聴者，学習障害者，注意欠陥多動性障害者，肢体不自由者，病弱者
及び身体虚弱者である。
通級による指導は，学校教育法施行規則第1４０条において，「……特
別の指導を行う必要があるものを教育する場合には，……特別の教育
課程によることができる」としている。また，同第1４1条において，
「……校長は，児童又は生徒が，……他の小学校，中学校……におい
て受けた授業を，当該小学校，中学校……において受けた当該特別の
教育課程に係る授業とみなすことができる」と規定し，他校通級が行
えることとしている。

通級による指導を受けている児童生徒数の推移�
（人）

言語障害 難聴等 情緒障害 自閉症 学習障害 注意欠陥 
多動性障害 計

H.5 9,654 1,268 1,337 － － 12,259

H.10 20,461 1,561 2,320 － － 24,342

H.15 27,718 1,750 4,184 － － 33,652

H.20 29,860 2,101 3,589 7,047 3,682 3,406 49,685

H.25 33,606 2,262 8,613 12,308 10,769 10,324 77,882

H.28 36,793 2,389 11,824 15,876 14,543 16,886 98,311

平成1８（2００６）年には，学校教育法施行規則の一部改正が行われ，
通級による指導の対象として，学習障害や注意欠陥多動性障害の子供
たちも加わるとともに，自閉症については，独立して位置付けられる
こととなった。こうして，通級による指導を受ける子供たちの数が飛
躍的に増加することとなった。
このような経緯を踏まえ，学校教育法施行規則第1４０条において規

定されている通級による指導における特別の教育課程の編成と実施に
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ついて，通級指導担当教員に止まらず，通常の学級の担任や校長等広
く小学校等の関係者に対する理解促進を図ることも課題となった。
そこで，「⑴�障害のある児童などへの指導」の「ウ　……通級によ

る指導を行い，特別の教育課程を編成する場合には，特別支援学校小
学部・中学部学習指導要領第7章に示す自立活動の内容を参考とし，
具体的な目標や内容を定め，指導を行うものとする」と示された。
したがって，指導に当たっては，特別支援学校小学部・中学部学習
指導要領第7章に示す自立活動の6区分2７項目の内容を参考とし，個々
の児童の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等の的確な把握に基
づいた自立活動における個別の指導計画を作成し，具体的な指導目標
や指導内容を定め，それに基づいて指導を展開することが必要である。
通級による指導においては，児童が在籍する通常の学級の担任と通
級による指導の担当教師とが，随時，学習の進捗状況等について情報
交換を行うとともに，通常の学級の児童との円滑な人間関係の形成に
も努めることが必要である。特に，他校通級の場合には，児童が在籍
している学級のある学校と通級指導教室のある学校のそれぞれの校長
が，児童を介して意思疎通を図ることが大切である。それが，ひいて
はそれぞれの学校の教職員同士の連携協力にもつながるものである。
なお，通級による指導については，平成３０（2０1８）年度から，高校
においても実施されることとなっている。また，平成29（2０1７）年3
月には，公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す
る法律の一部改正が行われ，これまで加配として実施されていた通級
による指導の担当教員の配置が，一部，基礎定数化されることとな
り，指導体制の充実が図られることとなった。

５　個別の指導計画と個別の教育支援計画

特別支援学校においては，平成21（2００9）年3月の学習指導要領等
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